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●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217）
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265）
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318）

　
今
月
は
、
市
税
徴
収
強
化
月
間
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
11
月
・
12
月
は

　
「
市
税
徴
収
強
化
月
間
」
で
す
。

　
浦
添
市
で
は
11
月
・
12
月
を
市
税
徴
収
強

化
月
間
と
し
て
、
沖
縄
県
と
共
に
市
税
の
納

付
推
進
を
強
化
し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
税

金
は
、
福
祉
・
教
育
な
ど
の
身
近
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　
期
限
内
に
納
付
が
な
い
方
に
対
し
て
、
督

促
状
や
催
告
書
、
電
話
催
告
な
ど
に
よ
り
自

主
納
付
の
呼
び
掛
け
を
し
て
い
ま
す
が
、
納

付
や
ご
相
談
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て

は
、
沖
縄
県
と
浦
添
市
が
共
同
で
滞
納
整
理

を
行
い
ま
す
。
期
限
内
に
税
を
納
め
た
多
く

の
市
民
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
、
納
付

す
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
滞
納

を
続
け
る
方
に
対
し
て
は
、
や
む
を
得
ず
滞

納
処
分
と
し
て
調
査
を
行
い
、
差
押
え
な
ど

を
実
施
し
ま
す
。

　
事
情
に
よ
り
納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
、

お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
市
税
を
滞
納
す
る
と
、
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

　
延
滞
金
利
率
は
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か

月
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
は
「
4.3
％
」
で

す
が
、
２
か
月
目
以
降
か
ら
は
「
14.6
％
」
と

な
り
ま
す
。
（
平
成
25
年
中
の
利
率
で
す
）

◆
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
平
日
は
お
仕
事
な
ど
に
よ
り
、
納
付
や
納

税
相
談
が
で
き
な
い
方
は
、
お
気
軽
に
休
日

納
税
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

休
日
納
税
相
談
窓
口
で
は
、
市
税
を
納
付
し

て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ご
相
談
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前

に
納
税
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
で
急

遽
窓
口
対
応
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
）

※

対
象
税
目
は
、
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
で
す
。

【
日
時
】
11
月
・
12
月
の
毎
週
日
曜
日

　
　
　
（
12
月
29
日
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
場
所
】
浦
添
市
役
所
　
納
税
課
窓
口

　
　
　
　
　
（
本
庁
舎
２
階
）

◆
年
末
調
整
等
説
明
会
に
つ
い
て

　
年
末
調
整
お
よ
び
法
定
調
書
等
の
作
成
の

仕
方
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
　 

11
月
12
日
（
火
）

①
午
前
10
時
〜
午
後
12
時
30
分

　
（
浦
添
市
・
西
原
町
）

②
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
（
那
覇
市
ほ
か
）

【
場
所
】
沖
縄
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
　

　
　
　
　 

劇
場
棟

　
　
　
　
宜
野
湾
市
真
志
喜
４
ー
３
ー
１

※

会
場
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共

交
通
機
関
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
参
す
る
書
類

　
①
用
紙
請
求
書

　
②
年
末
調
整
関
係
書
類

　
（
「
平
成
25
年
分 

年
末
調
整
の
し
か
た
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
扶
養
控
除
等
申
告
書
な
ど
）

　
③
法
定
調
書
関
係
書
類

　
（
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
書
合
計
表
な
ど
）

　
④
所
得
税
徴
収
高
計
算
書
（
納
付
書
）

　
⑤
平
成
26
年
分
源
泉
徴
収
税
額
表

　
関
係
用
紙
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
説
明
会

場
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
用
紙

請
求
書
」
に
必
要
部
数
を
ご
記
入
の
上
、
受

付
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※

複
写
式
で
な
い
も
の
は
、
コ
ピ
ー
に
よ
り

使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】 

北
那
覇
税
務
署（
代
表
）

８
７
７
ー 

１
３
２
４

平
成
25
年
度
　
不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ 

　
浦
添
市
納
税
課
で
は
、
市
税
収
入
の
確
保

と
納
税
の
公
平
性
の
確
保
の
た
め
、
市
税
の

滞
納
処
分
に
よ
り
差
押
え
た
左
記
の
財
産

（
不
動
産
）
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
お
よ
び
県

内
市
町
村
と
の
合
同
公
売
を
行
い
ま
す
。 

　
公
売
日
時

　
　
11
月
12
日
（
火
）
午
後
２
時

　
公
売
場
所

　
　
沖
縄
県
南
部
合
同
庁
舎
　
５
階

　
　
会
議
室
（
那
覇
市
旭
町
１
１
６
番
地
の
37
） 

●
公
売
物
件
一
覧 

売
却
区
分
番
号
　
合
25-

浦
添
１

所
在
　
浦
添
市
大
平
３
丁
目
２
２
９
番

地
目
　
畑

地
積
　
１
，
２
１
２
㎡

見
積
価
額
　
２
４
，
４
３
０
，
０
０
０
円

公
売
保
証
金
　
２
，
４
５
０
，
０
０
０
円

※

注
意
事
項 

 

①
公
売
当
日
は
午
後
１
時
の
開
場
後
に
受

付
を
済
ま
せ
た
方
か
ら
入
札
会
場
へ
ご

案
内
し
ま
す
（
午
後
１
時
30
分
か
ら
注

意
事
項
の
説
明
を
行
い
ま
す
）
。

②
上
記
物
件
の
農
地
（
畑
）
に
つ
い
て
は

浦
添
市
商
工
産
業
課
で
発
行
す
る
「
買

受
適
格
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。 

③
入
札
に
関
し
て
は
公
売
物
件
の
状
況
等

を
確
認
し
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

④
公
売
は
滞
納
税
の
納
付
等
に
よ
り
予
告

な
く
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑤
公
売
財
産
・
公
売
手
続
の
詳
細
に
つ
い

て
は
浦
添
市
納
税
課
に
て
配
布
し
て
あ

る
公
売
広
報
、
ま
た
は
納
税
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

納
税
課
　
（
内
線
２
３
２
２
・
２
３
２
４
）

・市税を滞納すると法律の定めにより延滞金が加算されます。
・納期限までに税金が完納されないと、法律の定めにより督促状を送付
し、以降は督促手数料100円と合わせて納付していただきます。

・法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで
に完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めて
います。しかし、うっかり忘れや、何らかの事情により納付できな
かった場合を考慮し、文書や電話、自宅訪問などにより納付を呼び掛けます。

期限内に納付が困難な事情がある場合は、お早めにご相談ください。
税には、納税の緩和措置があります。
病気や災害など法律で定められた納付困難な事情があると認められる場合には納
税の猶予制度があります。（地方税法第15条）
　　　　　　　　　　　　　　　　　          
　度重なる呼び掛けにもかかわらず、ご相談・納付がない場合は
　やむを得ず財産の差押えを実施することになります。

　地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関・勤務先・取引先などに対して質
問・検査を実施します。
　地方税法・国税徴収法の規定により、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自
動車、動産などの差押えを実施します。
　差押えに伴い、タイヤロックを実施することがあります。
 
　インターネットなどを利用した差押え財産の公売、差押えた債権の
現金化を行い、滞納税へ充てます。滞納処分は滞納税がなくなるまで
行われます。

市税を滞納すると・・・市税を滞納すると・・・市税を滞納すると・・・
延滞金の加算

督促状の送付

納付の呼び掛け

財産調査

差押え

換価・充当

納税相談

延滞金

本　税

タイヤロック

市税の各納期限

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市 県 民 税

固定資産税

軽自動車税

税目
月

１期 ２期 ３期 ４期

１期

全期

２期 ３期 ４期

市税の納付には便利な
口座振替をご利用ください
市税の納付には便利な
口座振替をご利用ください
市税の納付には便利な
口座振替をご利用ください

一度手続をすると、毎年、自動的
に引き落としされます。
（口座解約などを除く）

金融機関窓口でのお手続になりま
す。詳しくは、納税課までお問い
合せください。


